
第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基礎調査業務仕様書 

 
 
１ 委託業務名 

  第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基礎調査業務 
 
２ 業務の目的  

令和７（2025）年に青森県で開催される第８０回国民スポーツ大会の選手・監督及び大会関係者、一

般観覧者等を限られた時間内に安全、確実かつ円滑に輸送するため、資料の収集や推計、現況調査、ル

ートの検討等の輸送・交通基礎調査を実施し、今後策定する輸送・交通実施計画の基礎資料を得ること

を目的とする。 
 
３ 業務の履行期間   

  契約締結の日から令和２年１２月１１日（金）までとする。 
 
４ 業務の対象区域 

  本業務に係る調査等の対象とする地域は、青森県内（以下「県内」という。）全域とする。ただし、先

催国体での輸送実績把握については、この限りではない。 
 
５ 通則 

(1)  受託者（以下「乙」という。）は、本調査を実施するにあたり、第80回国民スポーツ大会青森県準

備委員会（以下「甲」という。）に業務実施計画書を提出し詳細に協議を行い、作業を進めるものと

する。 

 また、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、甲と協議をする。 

(2)  乙は、本調査の趣旨を理解し、調査を進めること。 

(3)  本業務の遂行に当たっては、別紙「第８０回国民スポーツ大会輸送・交通基本方針」に留意するも

のとし、別途必要な資料があれば、甲が確認の上、貸与するものとする。 

 
６ 業務の内容 

【調査業務の前提条件】 

区分 想定される開催日時 会場 想定参加人数 

開会式 
令和７年９月下旬 

～１０月初旬の土曜日 
新青森県総合運動公園 

陸上競技場 

（青森市大字宮田字高瀬22－2） 

約 32,000人 

閉会式 
令和７年１０月初旬 

～１０月中旬の火曜日 
約 16,000人 

 ※想定参加人数は、選手・監督、大会関係者、一般観覧者を含む最大想定人員である。 

 

(1) 貸切バス・タクシー等の県内及び近県の保有状況等について資料収集・調査 

① 県内保有台数調査 

ア 貸切バス保有状況（低床バス等含む） 

調査対象：県内バス事業者（青森県バス協会非加盟事業者含む） 

イ タクシー保有状況（福祉タクシー等含む） 



調査対象：県内タクシー事業者（青森県タクシー協会非加盟事業者含む） 

② 近県貸切バス保有台数調査 

調査対象：岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県のバス協会加盟事業者 

③ 総合開・閉会式における必要台数の想定及び保有台数との比較 

 

(2) 現況調査（図示及び一覧、写真） 

① 新青森県総合運動公園周辺及びシャトルバス等の予想運行経路交差点の道路現況調査 

  調査個所：５箇所程度（別途、指示する。） 

  調査内容：方向別交通量、方向別渋滞長、信号現示、交差点飽和度、交差点処理能力 

  調査時期：令和２年９月下旬から１０月中旬の土曜日のうち１日及び火曜日のうち１日とする 

 計２日間調査。いずれも１２時間調査。 

なお、調査箇所および調査内容については、乙が策定する計画案により変更が望ましい場合

は、甲の承諾を得て変更することができる。 

② 新青森県総合運動公園周辺の駐車場、バス乗降場・バス待機場候補地の現況調査 

 ア 既存駐車場の現況調査 

調査対象 調査項目 

 新青森県総合運動公園内 名称、所在地、車種別収容台数、大型バス駐車の適否、車両

の道路への出入りに関する問題点の抽出、身障者用駐車ス

ペースの有無 等 

 イ 臨時駐車場・バス（シャトルバス含む）乗降場候補地の現況調査 

調査対象 調査項目 

 新青森県総合運動公園周

辺（原則2km以内） 

（甲の別途指定する施設を含む） 

候補地の名称、所在地、車種別収容台数、会場までの所要時

間、会場までの歩行者経路（歩道幅員、信号現示、バリアフ

リー状況※）、土地所有（管理）者、土地の状況、大型バス

駐車の適否、車両の道路への出入りに関する問題点の抽出 

等 

※バリアフリー状況：スロープ、誘導・警告ブロック、信号音声誘導 

 ウ パーク＆バスライド駐車場・待機場候補地の現況調査 

調査対象 調査項目 

 新青森県総合運動公園の

概ね20km以内 

（甲の別途指定する施設を含む） 

候補地の名称、所在地、車種別収容台数、会場までの所要時

間、土地所有（管理）者、土地の状況、大型バス駐車の適否、

車両の道路への出入りに関する問題点の抽出 等 

※バリアフリー状況：スロープ、誘導・警告ブロック、信号音声誘導 

エ 主要駅周辺のシャトルバス乗降場候補地の現況調査 

調査対象 調査項目 

 JR および青い森鉄道駅

（新青森駅、青森駅、野内

駅、浅虫温泉駅）及び青森

空港の1km以内 

（甲の別途指定する施設を含む） 

名称、所在地、車種別収容台数、駅までの歩行者経路（歩道

幅員、信号現示、バリアフリー状況※）、会場までの所要時

間、土地所有（管理）者、土地の状況、大型バス駐車の適否、

車両の道路への出入りに関する問題点の抽出 等 

※バリアフリー状況：スロープ、誘導・警告ブロック、信号音声誘導 

 



(3) 会場地市町村から総合開・閉会式会場までの想定される輸送ルート及び所要時間の資料収集・調

査 

 

(4) 車両確保および駐車場確保等に係る課題と対応策の検討 

 

(5) 総合開・閉会式輸送計画（案）の提案 
   (4)で抽出した課題への対応策に基づき、実態に即した提案を行う。 

① 参加者区分と輸送手段の想定 

ア 参加者の区分、輸送人数 

イ 参加者別の輸送上の特徴整理、輸送手段の設定 

② 輸送ルートの想定と駐車場等の仮配置 

ア 基本的な考え方の整理 

イ 計画バス、シャトルバス等のルートの想定 

ウ 駐車場の利用計画 

エ 駐車場、バス乗降場、主要駅等からの動線の検討 

③ 交通誘導・規制等の検討 

ア 総合開・閉会式当日における交通規制箇所の想定 

イ 駐車場、バス乗降場、主要駅等における交通誘導員の配置計画 

 
７ 協議、打ち合せ 

業務における協議、打合せは、業務着手時、中間打合せ（３回）、成果品納入時の計５回行うものとし、

業務着手時及び業務完了時には、原則として業務主任技術者が立ち会うものとする。ただし、中間打合

せは、甲と乙が協議の上、回数を変更できるものとする。 
 
８ 業務実施に当たっての留意事項 

(1)  乙は、業務全般の管理監督及び県との連絡、調整を行う管理責任者を置くとともに、当該業務に関

し十分な知識・経験を有する者をもって適切に業務を行うこと。 

(2)  業務の実施に当たっては、本県の地域特性を十分に考慮した上で、今後の輸送交通対策の基礎資料

となるよう具体性の高い内容となるよう配慮すること。 

(3)  乙が本業務のために作成した各種資料等の著作権は、甲に帰属するものとする。 

なお、甲に組織改正等による変更があった場合には著作権は変更後の組織に、組織の解散があった

場合には青森県に帰属する。 

(4)  他の個人・団体等の著作に係る文献や資料等を引用する場合は、乙において著作権者の了解等を得

た上で、引用した文献等の名称を明記すること。 

(5)  乙は、業務の詳細及び当該業務の範囲について、甲と十分に打ち合わせを行いながら業務を進める 

こと。 

(6)  乙は、本業務の実施に伴い必要な関係行政機関等への届出、許可の申請を行うこと。 

(7)  乙は、業務の進捗状況に応じて、業務の区分毎に甲に随時報告を行い、その承認を受けなければな

らない。 

(8)  業務完了後、乙の責めに帰すべき事由による成果品の不良箇所等が発見された場合は速やかに訂正

等の措置を行うものとし、これに要した費用は、すべて乙の負担とする。 

(9)  本業務に関する詳細については、乙決定後、甲と乙との間で締結する委託契約書において定めるも



のとする。 

 

９ 成果品の納入 

 本件調査業務の成果品は、以下のとおり納入するものとする。 
(1)  調査報告書（本編） Ａ４縦版（Ａ３判折り込み可）  印刷製本５部 

(2)  調査報告書（概要版）Ａ４縦版 印刷製本３０部 

(3)  上記(1)、(2)原稿・原図・各種データ 一式 

  ファイル形式 ：マイクロソフト社製Word・Excel・PowerPoint等により編集可能な形式 
 （最新のﾊﾞｰｼﾞｮﾝによる） 

  保存媒体 ：ＣＤ±Ｒ（ＲＷ）、ＤＶＤ±Ｒ（ＲＷ） 
(4)  提出期限： 令和２年１２月１１日（金） 

(5)  納 入 先： 第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会事務局 


